
電話・ファクス番号は、間違いのないようお願いします。

上下水道局お客さまセンター（☎73・3988 73・6288）

雨水タンク設置費用を一部助成します 1001691

　雨水タンク（雨水貯留施設）とは、屋根に降った雨水を貯める施設のことです。大雨の時に雨水
を貯めることにより、雨水が川や水路へ流れ込むのを一時的に抑えることができ、洪水対策になり
ます。さらに、花や植木への散水など雨水を有効利用することで、節水にもつながります。上下
水道局は、新規で自宅に雨水タンクを設置する場合に、設置費用の一部を助成します。

上下水道局下水道課（☎77・2105 亜77・3319）

いずれも水質基準を満たしており、安全です。

採水場所 系　統 採水月日
6月2日 7月12日

すみれガ丘 惣川浄水場 0.16 0.19
ゆずり葉台 惣川浄水場（生瀬経由） 0.16 0.18
長尾台 小浜浄水場（川面経由） 0.26 0.29
安倉中 小浜浄水場 0.30 0.30
東洋町 阪神水道 0.08 0.08
中山桜台 小浜・県営水道 0.21 0.15
大原野 小浜・県営水道 0.20 0.19
武庫山 惣川・阪神水道 0.10 0.09

上下水道局浄水課（水質検査室）（☎83・6940 83・6941）

1028021

単位＝mg/㍑、厚生労働省の水質基準は0.8mg/㍑以下です。

水道水フッ素およびその化合物検査結果

　水道メーターは、法律で有効期間が８年と決められており、
本市でも地域ごとに取り替えています。９月の取替対象地区
は下記のとおりです。対象者には事前に取り替え予定日な
どを記載したお知らせを委託業者が投函します。都合の悪
い場合はお知らせに記載している委託業者に連絡をお願い
します。
実施期間　９月５日㈪～２７日㈫
対象地区　�寿楽荘、武庫山、紅葉ガ丘、月見山、長寿ガ丘

上下水道局お客さまセンター
（☎73･3988 亜73・6288）

水道メーターの法定取り替え� 1012071
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◆助成条件（下記①～④のすべてを満たすこと）

①宝塚市公共下水道区域内にある住宅であること
②申請者が①の住宅に居住していること
③新規設置であること
④雨水タンクの容量が100リットル以上であること
※助成対象は１棟につき１基（集合住宅は２基まで）

◆助成金額

　材料費＋設置費用の合計金額の２分の１
　上限３万円

◆受付期間・場所

　期間��毎年4月1日～12月28日
　場所��上下水道局下水道課

①申請書類の提出
　・雨水タンクを選ぶ
　　（購入・設置工事の見積書を取得）
　・申請書類を記入し、下水道課に提出
　　※�申請書類は下水道課で配布、市ホームペー

ジからダウンロード可

②申請書類の審査・助成金の交付決定
　・�申請内容を精査し、助成金の交付
を決定

　・交付決定の通知書を送付

③雨水タンクの購入・設置
　・�通知が届いてから製品を購入・設置
　　（購入・設置工事の領収書を取得）
　・�完了報告書類を作成し、下水道課
に提出

⑤振り込み

※�確定日からお
おむね30日
以内に指定
の口座に振り
込みます。④報告書類の精査・検査

　・報告内容を精査し、現場検査を実施
　・�検査後、助成金額を確定し、通知
書を送付
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